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2022 年２月８日 

各位 

日本機械輸出組合 

 

 

JMC エキスパートセミナー（輸出管理） 

「中国ビジネス関連法規の最新動向の解説」開催案内

 
拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

中国においては、ビジネス関連法規の制定が進められております。特に、2021 年施行された反外国制

裁法、今後下位法令の発表が予想される中国輸出管理法といった中国におけるビジネス展開に影響を与

える法規を中心に情勢変化や関連法規に適切に対応しつつ、日本企業としてのビジネスチャンスの獲得

にむけた取り組みにおける留意点を解説いたします。 

 今般、北京市金杜法律事務所弁護士事務所の劉弁護士を北京から講師に迎えて、ウェビナーを開催す

ることとなりました。 

 日本企業の皆様におかれましては、ぜひともご参加を賜りたくご案内申し上げます。敬具 

 

◆日 時  202２年３月１５日（火）14:00～15:30（日本時間） 

（講演 60 分、質疑応答 30 分程度を予定） 

 

◆テーマ  「中国国家経済安全保障領域における日本企業の留意点 

             ～反外国制裁法、輸出管理法等の影響など～」 

 

◆講 師  北京市金杜法律事務所(King & Wood Mallesons)パートナー弁護士 

        劉 新宇 （リュウ・シンウ）氏 

 

◆開催形式 Zoom ウェビナー （北京から中継） 

 

◆言 語  日本語 

 

◆募集人員 ２００名 
 

◆参加費  組合員：無 料  

一 般：3,000 円（税込） 

当組合加盟企業リスト https://www.jmcti.org/publication/kumiaiin.php3 

＊有料の方は、申込締切日以降に請求書をお送りします。 

後払いになりますので、セミナー終了後に請求書記載の指定口座へお振込みください。 

◆お申込み方法 

ウェビナー参加ご希望の方は、３月８日（火）15 時迄までに、以下のアドレスからお申込みください。 

https://www.jmcti.org/jmchomepage/semminar/index.htm#chugoku 

 

◆キャンセル方法・キャンセル期限： 

  3 月 8 日（火）15 時迄に下記事務局までご連絡ください。 

  ＊キャンセル期限以降のキャンセルにつきましては、参加費を請求させていただきます。 

◆参加方法 

ウェビナー開催日までに、ウェビナー参加用の URL をお送りします。当日、参加用 URL よりログイン

頂き、ご視聴ください。 

 当日の資料は、参加者の方にダウンロード用の URL をご連絡します。 

(ご注意)ご登録いただいた情報から所属先の確認できない⽅等（メールアドレスがフリーアドレスや携帯

アドレスの⽅等）、当組合が適切ではないと判断するお申込みについては、個別にご連絡することなくご視

聴をお断りする場合がございますのでご了承ください。 

 

※ご不明な点等ございましたら、下記事務局までご連絡ください。 

 
お問い合わせ先：日本機械輸出組合 部会・貿易業務グループ 貿易業務相談・研修室 

事務局（佐藤、増川） gyoumu@jmcti.or.jp （TEL：03-3431-9630） 

https://www.jmcti.org/publication/kumiaiin.php3
https://www.jmcti.org/jmchomepage/semminar/index.htm#chugoku
mailto:gyoumu@jmcti.or.jp


 

） 

 

 

 

【講師紹介】 

劉 新宇 （リュウ・シンウ）氏 

北京市金杜法律事務所(King & Wood Mallesons)パートナー弁護士 

TEL: +86 10 5878 5091   E-MAIL: liuxinyu@cn.kwm.com   

 

＜取扱分野＞ 

・主な取扱分野は、企業 M＆A、外国投資、国際貿易、輸出管理等の税関・貿易コンプライアンス、

紛争解決など。 

・約 30 年にわたるこれまでのリーガルサービス活動等において、数百件の大型投資、M＆A、会社

解散・清算、融資、技術供与プロジェクト関連の案件を取り扱い、日系企業を中心に多数の多国籍

企業の中国法顧問に就任し、中国投資、貿易、融資活動の全体的な計画、日常運営、コンプライア

ンス事件、紛争解決などについてリーガルサービスを提供。 

 

＜略歴＞ 

・1990 年、上海復旦大学法学部卒業（国際経済法専攻）。早稲田大学大学院民法修士号を取得、そ

の後の日本商社勤務時には博士課程で国際経済法を研究。 

・中国中央官庁直轄の大手国有企業（法務責任者）、北京市の有力法律事務所、日本留学、日本の大

手総合商社（中国法顧問）を経て、2005 年、金杜法律事務所入所。 

・中国内外からの依頼を受け、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)、国際仲裁裁判所（ICC）、

日本商事仲裁協会、武漢仲裁委員会、大連仲裁委員会及びハルビン仲裁委員会の各仲裁機関にお

いて仲裁人を務める。 

・日本及び中国の団体や企業などの多数のセミナーで講師を務めるほか、中国商務部・税関総署な

どの立法活動にも参与。 

以上 

 


